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第３期周防大島町教育大綱（案） 

令和８年（2026 年）３月 

 

 

  

周防大島町教育大綱は（第１期）、平成 27 年４月に改正・施行された「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」により、周防大島町の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針

を定め、令和２年 10 月に第２期周防大島町教育大綱を策定しました。 

第３期においては、近年の教育行政を取り巻く環境や子供たちを取り巻く社

会状況等の変化を踏まえ、周防大島町の実情に応じた見直しを行ったものです。 

 

 

 

大綱は、教育基本法第 17 条第１項に規定する基本的な方針を参酌しつつ、町  

の教育目標の実現を図るため、周防大島町総合計画の教育、文化の振興に関

する施策を踏まえて策定するものです。  

 

  

 

 

次期周防大島町総合計画後期基本計画と連動し、令和８(2026)年度から令和

12(2030)年度までの５年間とします。ただし、今後の社会情勢等の変化を踏ま

え、必要に応じて見直しを行うこととします。  

 
 
 

 

「豊かなくらし※」をつくりだす人材の育成  

現在、人口減少・少子高齢化やグローバル化の進展、生成 AI の出現に象徴さ

れる技術革新など、急速な社会変化が進んでおり、本町においても将来の予測

が困難な時代を迎えています。  

 このような時代にあっても、地域住民一人ひとりが自らの能力を高め、「豊か

２ 大綱の位置付け 

４ 教育の基本方針 

３ 計画期間 

１ 大綱策定の趣旨 
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なくらし※」を積み重ねていけるようにするために、本町では、マネジメント

能力に着目し、生涯学習の視点をふまえた教育を進める必要があると考えてい

ます。 

そのため、マネジメント能力にかかわる３観点＜自己投資・目的達成・仲間

づくり＞を設定し、小中学校において「学校・地域連携カリキュラム」の見直

しを図っていきます。また、地域創生活動や社会教育活動にも積極的に取り組

み、子どもから大人まで、発達段階やキャリアに応じた学びの充実を図ってい

きます。 

学校教育・家庭教育・社会教育がそれぞれの役割を果たしながら、これらの

活動を計画的に進めていくことで、社会の変化を前向きにとらえ、仲間と連帯

しながら豊かなくらしづくりに邁進できる人材を育成していきます。  

※「豊かなくらし」とは、自分にとっての豊かさを見つけ、それを実現しながら生活 

することととらえています。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題  
●過疎化・少子化により児童生徒数が減少しています。学校教

育のさらなる充実のため、学校の統廃合を検討します。 

●町内の全小・中学校のコミュニティ・スクールを核として、

家庭や地域と学校との連携を深め、全ての子どもたちの成長

を支える仕組みづくりを推進しています。 

●少子化が加速的に進む中で、児童生徒の実態と地域社会の現

状を見つめ直し、改めて「生きる力の育成」という理念にそ

った教育活動を展開する必要があります。 

 

本町の長所  
●１学級の児童生徒数が少ないため、個に応じた指導を行うこ

とができます。 

●ＫＳ(拡大集合)学習により、学校間の交流が進んでいます。 

●児童生徒１人に１台のＩＣＴ端末が整備され、地理的環境に

左右されない教育の質の保証を図ることができます。 

●地域の教育資源を活用した、学校運営を推進する風土が醸成

されています。 

５ 施策の展開 
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目標  
●小学校の適正配置を推進し、安全・安心な教育環境の整備を

進めます。 

●学校教育は、知徳体の調和のとれた人格の完成をめざし、基

礎的・基本的な学習内容の定着を図ると共に、「目的達成に

向けた粘り強さ」や「自他への思いやり」、「課題解決の際

に必要となるマネジメント能力」などを、教職員、保護者、

地域の組織力で推進していきます。 

 

取組の方向  
●複式学級を有する小規模校の再編など、小学校の適正配置を

検討します。 

●ＰＤＣＡサイクルを生かして指導の改善を図り、児童生徒の

確かな学力の定着と向上を推進します。 

●ＩＣＴ端末の効果的な活用、ユニバーサルデザインの考え方

を取り入れた授業改善の取組を充実させ、個に応じた指導を

推進します。 

●教育活動を通じて人権意識を高めると共に、自らの将来に夢

や希望をもち、社会や地域の課題を自分ごととしてとらえ、

よりよい未来を築こうとする心の育成を図ります。 

●コミュニティ・スクール、地域協育ネットの取組の充実を図ると

共に学校・地域連携カリキュラムの見直しを行い、地域創生

にも貢献できる学校づくりを推進します。 

 

政策指標 
●全国学力学習状況調査「将来の夢や目標を持っ

ている」の肯定回答の割合 

（R6）７０％ →（R12）８５％ 

●全国学力学習状況調査「地域や社会をよくする

ために何かしてみたいと思う」の肯定回答の割

合 

（R6）８０％ →（R12）９０％ 

●全国学力学習状況調査（国語、算数・数学）に

おいて、Ｒ１２までに全国平均正答率と同程度

（±１ポイント以内） 
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現状と課題  
●少子化に伴い、町内の中学校から周防大島高等学校に入学す

る生徒が減少傾向にあります。 

 

本町の長所  
●周防大島高等学校には、地域住民や中学生たちとの交流を行

う行事が数多くあります。 

●同校は、令和８年度から山口県立大学附属周防大島高等学校

となります。その教育課程は、普通科の選択科目の中にこれ

までのビジネスや福祉に関する科目のほか、新たに情報や看

護、栄養などの科目を開設・充実させ、大学進学から就職ま

で多様な進路希望に対応できるものとなっています。 

 

目標  ●生徒が誇りを持てる魅力のある学校づくりを支援します。 

 

取組の方向  
●生徒の学習ニーズや時代の要請に対応した、中高一貫教育の

実施を支援します。 

●周防大島高等学校へ通学する生徒へ、通学に係る交通費の一

部を補助します。 

 

政策指標 
●交通費助成生徒数 

 （R6）７０人 →（R12）１００人 

 

 

 

 

現状と課題  
●独立行政法人大島商船高等専門学校と、町立大島看護専門学

校の２つの高等教育機関において、将来を担う人材を育成し

ています。 

 



5 

 

 

本町の長所  
●大島商船高等専門学校は全国に５つある商船高専の中で、最

も西にある学校で、卒業生は実践的な技術者として国際的に

活躍しています。 

●町立大島看護専門学校の卒業生は、地域の医療の担い手とな

っています。 

 

目標  ●高等教育機関が有する知的資源を本町教育に活用します。 

 

取組の方向  ●高等教育機関と小中学校が連携し特色ある取組を進めます。 

 

 

 

 

現状と課題  
●各地区公民館等において、様々なジャンルの自主学習グルー

プによる活動が行われています。 

●合併以前と同様、各地区の公民館では、様々な生涯学習活動

を実施しています。 

●一般の図書館利用者に比べ、子どもの利用者が少ないことが

あります。 

●個人の価値観の多様化により、町民個々の学習ニーズも多岐

にわたっていますが、そのニーズに対応することができて 

いないことがあります。 

●人口減少に伴い、公民館の効率化を図っていく必要がありま

す。 

●子どもの図書館利用の定着化を進める必要があります。 

 

本町の長所  
●高齢者層の学習意欲や講座等への参加希望が高いことがあ

ります。 

●町内在住の指導者が多いことも強みです。 

●周防大島高等学校、大島商船高等専門学校、大島看護専門学

校があり、連携事業の実施が可能です。 
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目標  
●「だれでも、いつでも、どこでも」学び、ふれあい、楽しめ

る社会教育を推進します。 

 

取組の方向  
●急速な社会変化に対応すべく、人材育成や能力開発できるよ

う学習内容を充実させ、町民の日常生活における満足感や充

実感につながる「豊かなくらし」が得られるよう努めます。 

●学習情報の積極的な提供に努めます。 

●指導者の発掘・確保・育成に努めます。 

●図書館の利用体制の環境整備と、学校と連携した読書活動を

進めます。 

●持続可能な地域づくり・地域活性化を推進していくため、民

間企業で培われた経験豊かな人材を活用し、外郭団体の設立

を目指します。 

 

政策指標 
●公民館等利用者数 

（R6）52,365人 →（R12）55,000人 

●図書館利用者数 

（R6）30,805人 →（R12）40,000人 

●図書館貸出冊数 

（R6）67,310冊 →（R12）75,000冊 

●図書館利用登録者数 

（R6）12,391人 →（R12）13,500人 

●図書館蔵書冊数（ＡＶ資料含） 

（R6）217,014 →（R12）220,000 

 

 

 

 

現状と課題  
●生涯学習講座受講者の高齢化に伴う高齢受講者割合の増加

と人口減少による受講者数が減少しています。 

 

本町の長所  
●元気で学習意欲や参加意欲の高い高齢者が多くいます。 

●地域住民の生涯学習の中心的な活動の場となる社会教育・文

化・スポーツ施設が充実しています。 
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目標  
●高齢者に優しく、学び易い生涯学習講座づくりを進めます。 

●多様化した学習グループや自主的な学習活動を積極的に支

援し、生涯学習の町づくりを推進します。 

●若者が参加しやすい生涯学習講座づくりを目指します。 

 

取組の方向  
●様々な人たちが様々なスタイルで学べる機会の整備に努め

ます。 

●各施設の利用の改善を図り、学習環境の充実を図ります。 

 

政策指標 
●生涯学習講座数 

（R6）１０８ →（R12）１３０ 

 

 

 

 

 

現状と課題  
●指定文化財の数は、国指定が５件、県指定が６件、町指定が

２８件あります。また国の登録文化財が１３件あります。 

●伝統文化継承者の高齢化が進んでいます。 

 

本町の長所  
●貴重な民俗資料（ハワイ移民、宮本常一関連）を所有してい

ます。 

●ＵＩＪターン者を中心に、様々なジャンルの地域文化団体が

多様な活動を展開しています。 

 

目標  
●文化財や歴史的資料の保存と活用を進めます。 

●文化に親しむ環境づくりと高齢者に優しい生涯学習講座づ

くりを進めます。 

●民俗資料の対外的な有効活用を図ります。 

 

取組の方向  
●本町から輩出した文化人（民俗学：宮本常一、歴史学：奈良

本辰也、作詞家：星野哲郎など）をブランド化・全国展開し

て、観光交流人口の増加に努めます。 

●優れた芸術文化にふれあう機会の創出に努めます。 
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●文化団体の連絡連携強化と育成に努めます。 

●文化財の保護・保存・整備に取り組みます。 

●令和４年に国の有形文化財に登録された旧福元家住宅（日本

ハワイ移民資料館）の環境整備と保全を行い、ハワイ文化発

信の拠点づくりに努めます。 

●多様化・高度化する学習ニーズに対応するために、学習機会

の提供など文化団体・自主サークル等への支援に努めます。 

 

政策指標 
●文化財収集・展示点数 

（R6）65,138 →（R12）65,300 

●歴史民俗資料館入館者数 

（R6）279人 →（R12）500人 

 

 

 

 

現状と課題  
●スマートフォンの普及やＩＴ機器の発達に伴う、インターネ

ット上の問題（いじめ、ネット依存、ＳＮＳによるトラブル

等の問題）の発生が懸念されます。 

●少子・高齢化に伴い青少年が減少し、青少年健全育成に関わ

る指導者が高齢化しています。  

 

本町の長所  
●青少年の犯罪件数が減少傾向にあります。 

●学校支援ボランティアによる「見守り隊」の結成など、地域

で子どもを見守る住民意識が高まっています。 

●四方を海に囲まれた風光明媚な自然をいかした海洋教育を

実施し、海洋性スポーツレクリエーションを体験できる拠点

施設（Ｂ＆Ｇ海洋センター）と指導者を有します。 

 

目標  
●次代を担う青少年が、健やかにたくましく成長することを願

い、行政と地域が一体となって、必要な社会環境を整備しま

す。 

●中学校の部活動を学校主体から地域主体の活動へ移行する

ため運営団体の設立を目指します。 
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取組の方向  
●青少年を取り巻く有害環境の浄化を図ります。 

●学校・家庭・地域の連携によるあいさつの奨励や人間関係づ

くり、登下校の支援を推進します。 

●周防大島放課後子ども教室を町内で実施し、小学校児童の遊

びや体験学習の場づくりを行います。 

●どんど焼き等の伝統行事や、図書館祭り等の地域行事への参

 加を促進します。 

●海洋性スポーツレクリエーション体験を通して、町内外の青

少年はもちろんのこと、体験型修学旅行誘致により交流人口

の増加を図り、子供たちに「生きる力」を醸成し礼節や自立

心を持つ心身共に健康な青少年を育てます。 

●インターネット利用に係る教育を、学校・関係機関と連携し

進めます。 

●部活動の地域展開・地域クラブ活動を推進するための運営団

体を設立し、地域クラブ活動を行う環境整備や活動費等の支

援を行います。 

 

政策指標 
●山口県青少年健全育成条例に違反する有害図書

設置店舗 

（R6）０件 →（R12）０件 

●地域の絆標語募集に参加する学校数 

（R6）町内全ての小・中・高等学校 → 

（R12）町内全ての小・中・高等学校 

●地域住民による登下校安全指導実施校 

（R6）町内全ての小・中学校 → 

（R12）町内全ての小・中学校 
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現状と課題  

●人権に関わるさまざまな課題があります。         

●地域が点在し高齢者が多いことから、人権学習講座等を、各

４地区で分散して実施せざるを得ない状況があります。 

 

本町の長所  
●講師の選定では、各地区において住民の要望を聞きながら行

っており、人権学習講座には、毎年たくさんの住民が参加し

ています。 

●人権啓発作品募集では、町内の多くの小・中・高等学校が参

加し、人権意識を高める教育活動を実践しています。 

 

目標  
●地域社会における人権尊重の意識と、自主的な取組の高まり

をめざし、地域社会における学習機会の充実に努めます。 

 

取組の方向  
●人権への関心を持ったり、人権についての考えを深めたりす

ることを目的とした、町全体の人権教育推進大会を開催しま

す。 

●各種団体、公民館学級等における多様な人権学習講座を開催

 します。 

●行政職員、学校職員、人権教育推進委員等、人権教育を推進

 する上で要となる人の人権教育研修会を開催します。 

●「山口県人権推進指針」についての継続的な研修会を実施し

ます。 

●人権に関する児童生徒の応募入賞作品の表彰・発表を行いま

す。 

 

政策指標 
●各４地区における人権学習講座の開催 

（R6）各地区１回 →（R12）各地区１回 

●人権に関する児童・生徒・学生の作品募集の応

募総数 

（R6）１１４点→（R12）２００点 
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現状と課題  
●年齢や性別、障害の有無にかかわらず、全町民がいつでも・

どこでも・だれでも・いつまでも、個々の状況に合わせて、

運動やスポーツに親しむことができる、生涯スポーツの実現

をめざすとともに、子どもから高齢者まで、すべての町民が

気軽にスポーツに関心を持ち、健康増進や生きがいに繋げ、

スポーツが暮らしの一部として根づくことで、活力ある町を

築く必要があります。 

 

本町の長所  
●本町は、瀬戸内独特の風光明媚で豊かな自然を有するなど、

スポーツをすることや観ることを楽しむ環境に恵まれ、これ

らを支える（育てる）地域の人々に恵まれています。 

●人工芝グラウンド２面や、海洋性スポーツレクリエーション

体験の拠点のＢ＆Ｇ艇庫など、充実した施設を有します。 

●スポーツ活動の指導者育成に力を入れています。 

 

目標  
●生涯にわたるスポーツ活動の推進を図ります。 

●スポーツに取り組む環境の整備を進めます。 

●スポーツ施設の充実を図ります。 

●町民協働によるスポーツの推進を進めます。 

 

取組の方向  
●誰もが気軽にスポーツ活動に取り組むことができる、生涯ス

ポーツ活動を推進します。 

●身近にスポーツ活動を行える環境の充実を図ります。 

●スポーツ施設や設備の点検・整備、運営方法の改善を図りま

す。 

●スポーツ交流や町民の主体的な取り組みを促進します。 

●各競技団体が自立してスポーツ大会を開催、運営できること

を目指します。 

●交流スポーツイベントでは参加者の他に観戦者も楽しめる

大会運営を目指します。 
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政策指標 
●交流スポーツイベント参加者・チーム数 

 ビーチバレー 

（R6）96チーム →（R12）80チーム 

大島一周駅伝 

（R6）389人 →（R12）500人 

 サザンセト大島ロードレース 

（R6）1,861人 →（R12）2,500人 

サザンセト大島少年サッカー 

（R6）32チーム →（R12）32チーム 

●体育施設利用者数 

（R6）延33,346人 →（R12）延50,000人 

 

 

 

現状と課題  
●国際感覚のある人材育成を目的として小中学校にＡＬＴ（外

国語指導助手）を２名、中学校に国際交流支援員１名を配置

しています。 

●官約移民以降、姉妹島提携により続く、町とハワイ州カウア

イ島との国際交流。これら交流の歴史を展示している日本ハ

ワイ移民資料館は、小中学校の学習で活用されています。 

●山口大学との連携により、平成27年度から高校生の語学留学

を実施しており、令和元年度まではフィリピンセブ島、令和

５年度以降は姉妹島であるハワイ州カウアイ島で行ってい

ます。（令和２年度～４年度までは新型コロナウイルスの影

響により事業を中止しました。） 

●課題として、上記に掲げるような事業の成果の検証が、十分

にできているとはいえない点があります。 

 

本町の長所  
●町とハワイ州カウアイ島との交流には、昭和38年に姉妹島縁

組を結び長い歴史が刻まれています。 

 

目標  
●高いコミュニケーション能力をもち、グローバル社会におい

ても自己実現のできる人材を育成します。 
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取組の方向  ●言語（英語含む）コミュニケーション能力の高い児童生徒を

育成します。 

 

政策指標 
●中学生の英語検定受検者の割合 

 （R6）４８％ →（R12）６０％ 

 


